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第一章 総則 

第一節 通則 

（趣旨） 

第一条 この規程は、事務の処理を適正にし、その能率的な運営を図るため、本庁及び現地機関等

における公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

２ この規程において管理の対象となる公文書とは、本庁及び現地機関等の職員（第七十七条及び

第七十八条を除き、以下「職員」という。）が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、

フィルム及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することがで

きない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であつて、職員が組織的に用いるものとして、

本庁及び現地機関等が保有しているもの（以下「文書」という。）をいう。 

（定義） 

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 本庁 岐阜県行政組織規則（平成十八年岐阜県規則第四十六号。以下「組織規則」という。）

第三条第二項に規定する本庁をいう。 

二 現地機関等 組織規則第四章に規定する現地機関及び組織規則第三十九条第一項に規定する

保健所に置かれる事務所をいう。 

三 部 岐阜県部等設置条例（平成十一年岐阜県条例第一号）第一条に規定する知事直轄組織及

び部並びに組織規則第十四条に規定する出納事務局をいう。 

三の二 局 組織規則第七条第三項に規定する本庁部内局をいう。 

四 課 組織規則第四条から第十三条まで及び第十四条第三項に規定する本庁の課（本庁課内室

を除く。）並びに組織規則第四章に規定する現地機関等の課をいう。 

五 部長 組織規則第十七条第一項に規定する部長、組織規則第十九条第一項に規定する出納事

務局長及び組織規則第二十三条に規定する秘書政策審議監をいう。 

六 次長 組織規則第十八条第一項に規定する次長をいう。 

六の二 局長 組織規則第十八条の二第一項に規定する局長をいう。 

六の三 副局長 組織規則第十八条の三に規定する副局長をいう。 
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七 所長 組織規則第百五十七条第一項に規定する所長等及び組織規則第百五十八条第一項に規

定する保健所事務所の所長をいう。 

八 課長 組織規則第二十条第一項に規定する本庁の課長並びに組織規則第百六十条に規定する

教頭及び副学長、組織規則第百六十九条第一項に規定する課長、出張所長（飛騨県税事務所自

動車税出張所長に限る。）、支所長及び浄水場長並びに組織規則第百七十条第一項に規定する

部長をいう。 

八の二 管理調整監 組織規則第二十条第一項に規定する管理調整監（組織規則第二十六条第二

項に規定する職を含む。）をいう。 

九 係長 組織規則第二十条第一項に規定する係長及び組織規則第百六十九条第一項に規定する

係長をいう。 

十 休庁日等 岐阜県の休日を定める条例（平成元年岐阜県条例第五号）第一条第一項に規定す

る県の休日及びそれ以外の日の岐阜県庁の執務時間に関する規則（平成元年岐阜県規則第三十

八号）第一項に規定する執務時間以外の時間をいう。 

十一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律（平成十二年法律第百二号）第二条第一項

に規定する電子署名をいう。 

十二 文書管理システム 電子計算機を用いて文書の収受、起案、保存、廃棄その他の文書管理

を総合的に行うための情報システムをいう。 

十三 電子文書 文書のうち電磁的記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるも

のをいう。 

十四 人事給与システム 電子計算機を用いて人事及び給与に係る文書の収受、起案、回議、決

裁等を行うための情報システムをいう。 

十五 総合財務会計システム 電子計算機を用いて会計に係る文書の収受、起案、回議、決裁等

を行うための情報システムをいう。 

（文書による事務処理の原則） 

第三条 事務の処理は、文書によつて行うことを原則とする。 

２ 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、正確に処理しなければならない。 

３ 文書は、即日処理を原則として迅速に取り扱わなければならない。 

４ 秘密に属する文書（以下「秘密文書」という。）は、特に細密な注意を払つて取り扱わなけれ

ばならない。 

５ 文書は、常に平易かつ明確に表現するように努めなければならない。 

（文書作成の原則） 

第三条の二 職員は、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付

け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げ

る事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。 

一 条例及び規則の制定又は改廃並びにその経緯 

二 「清流の国ぎふ」創生総合戦略の策定その他県の重要政策の決定又は了解及びその経緯 

三 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 

四 職員の人事に関する事項 

２ 前項の文書には、政策立案並びに事務及び事業の実施の方針に影響を及ぼす打合せ等（外部の

者との打合せ等を含む。以下同じ。）の内容を記載するものとする。 

（文書の正確性の確保） 

第三条の三 前条第一項の規定による文書の作成に当たつては、文書の正確性を確保するため、そ

の内容について、原則として複数の職員（当該打合せ等に出席した職員を含む。）の確認を受け

た後、本庁にあつては文書取扱責任者（第六条に規定する文書取扱責任者をいう。以下この項に

おいて同じ。）の、現地機関等にあつては文書取扱責任者又は主務課長の確認を受けるものとす

る。ただし、上司から文書の作成に関する指示があつた場合は、当該上司の確認を併せて受ける

ものとする。 

２ 前項の場合において、同項の文書に外部の者の発言等に係る部分が含まれるときは、当該打合

せ等に出席した職員の確認を受けた後、可能な限り、当該外部の者の確認を受けるものとする。 

（文書の不適正な取扱いの禁止） 

第三条の四 職員は、文書を偽造し、変造し、若しくは改ざんし、虚偽の文書を作成し、又は文書



を毀棄してはならない。 

第二節 文書管理組織 

（総務部長及び法務・情報公開課長） 

第四条 総務部長は、本庁及び現地機関等における文書に関する事務を総括し、総務部法務・情報

公開課長（以下「法務・情報公開課長」という。）を指揮して文書の管理が適正かつ能率的に行

われるよう、必要な施策を講じなければならない。 

２ 法務・情報公開課長は、総務部長を補佐し、本庁及び現地機関等における文書の管理が適正か

つ能率的に行われるよう、常時文書の管理に関する指導及び改善に努めなければならない。 

（本庁の次長及び本庁の課長又は現地機関等の長） 

第五条 本庁の次長（次長が置かれていない部にあつては、部長）は、部内における文書の管理の

状況を常時把握し、当該部内における文書の管理が適正かつ能率的に行われるよう、指揮監督に

努めなければならない。 

２ 本庁の課長又は現地機関等の長は、当該課又は現地機関等における文書の管理の状況を常時把

握し、文書の紛失等の防止その他適正かつ能率的な文書の管理のために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

（文書取扱責任者及び文書主任者） 

第六条 本庁の課及び現地機関等に文書取扱責任者及び文書主任者を置く。 

２ 文書取扱責任者は、本庁にあつては管理調整監（管理調整監が置かれていない場合は、課長、

管理調整に関する事務を担当する係長若しくは課長補佐又は課長の指定する者）を、現地機関等

にあつては庶務担当の課長（課長が置かれていない場合は、現地機関等の長の指定する者）をも

つて充てる。 

３ 文書取扱責任者は、職員による文書の管理の状況を監察し、その改善について職員を指導する

とともに、次に掲げる事務を責任をもつて処理しなければならない。 

一 文書を収受し、及び配布すること。 

二 文書の処理を促進すること。 

三 文書を施行すること。 

四 文書の整理をすること。 

五 文書の保管及び引継ぎをすること。 

六 文書事務の改善（文書管理システムの利用の促進を含む。）について指導すること。 

七 前各号に掲げるもののほか、文書の管理に関する事務を処理すること。 

４ 文書主任者は、本庁の課長又は現地機関等の長が指定する者とする。 

５ 文書主任者は、文書取扱責任者の指示に基づき、第三項各号に掲げる事務を補助する。 

第三節 文書の種類等 

（文書の種類） 

第七条 文書の種類は、次のとおりとする。 

一 法規文書 

イ 条例 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第十四条第一項の規定により制定する

もの 

ロ 規則 地方自治法第十五条第一項の規定により制定するもの 

二 公示文書 

イ 告示 法令等の委任を受けて定めるもので一般に公表を要するもの（前号に掲げる文書を

除く。）、法令等の規定に基づき告示すべき事項とされたもの、行政処分で一般に公表を要

すると認められるものその他これらに類するもの 

ロ 公示 告示以外の文書で一般に公表を要すると認められるもの 

三 令達文書 

イ 訓令甲 知事が指揮監督の権限に基づいて、その権限を行使するために下部機関に対して

発する命令で公表するもの 

ロ 訓令乙 知事が下部機関に対して発する命令で公表しないもの 

ハ 内訓 知事が下部機関に対して発する命令で秘密に属するもの 

ニ 達 特定の個人又は団体に対して指示命令するもの 

ホ 指令 特定の個人又は団体からの申請、出願等に対して許可、認可、免許等の行政処分を



行う場合に発するもの 

四 往復文書 

照会、回答、通知、依頼、送付、通達、依命通達、報告、届、申請、願、進達、副申、勧告、

諮問、答申、協議及び建議 

五 部内文書 

復命書、上申、内申、事務引継書、願、届、辞令、進退伺い、始末書及びてん末書 

六 その他の文書 

式辞、書簡、賞状、表彰状、感謝状、推薦状等の儀礼的文書、争訟に関する文書、契約書、

議事録等 

（文書の記号及び番号） 

第八条 次の各号に掲げる文書には、当該各号の文書の区分に従い、当該各号に定めるところによ

り記号及び番号を付けなければならない。 

一 条例、規則、告示及び訓令甲 記号はそれぞれ「岐阜県条例」、「岐阜県規則」、「岐阜県

告示」及び「岐阜県訓令甲」とし、番号は総務部法務・情報公開課（以下「法務・情報公開課」

という。）において、その種類ごとに、法規文書等番号簿（別記第一号様式）により一連番号

を付けること。 

二 訓令乙、内訓、達及び指令 記号はそれぞれ「岐阜県訓令乙」、「岐阜県内訓」、「岐阜県

達」及び「岐阜県指令」の文字の次に本庁の課又は現地機関等ごとに別表第一に定める記号（以

下「各課等の記号」という。）を付けたものとし、番号は本庁の課又は現地機関等において、

文書管理システムによつて付される一連番号を付けること。ただし、文書管理システムにより

番号を付けがたい場合は、文書件名簿（別記第二号様式）により付けることができる。 

三 前号に掲げる文書のうち同一件名の文書で同一年度内に収受若しくは施行が相当数見込まれ

るもの又は同一年度内の関連する事案に係るもの（訓令乙を除く。） 記号は前号に定める各

課等の記号とし、番号は文書管理システムによつて付される文書番号の枝番号により処理する

ことができる。ただし、文書管理システムにより番号を付けがたい場合は、文書件名補助簿（別

記第三号様式）により付けることができる。 

四 第一号及び第二号に掲げる文書以外の文書で次に掲げるもの 記号は第二号に定める各課等

の記号とし、番号（枝番号を含む。以下同じ。）は前二号に定めるところにより付けること。 

イ 許可、認可、認定、承認、証書の交付等に関する文書 

ロ 負担金、補助金、交付金等に関する文書 

ハ 証明に関する文書 

ニ 法令、要綱等の解釈及び運用に関する照会及び通達 

ホ 争訟に関する文書 

ヘ 諮問、答申、建議及び勧告に関する文書 

ト 重要な通知、通達、届、要望等で処理を要するもの及び文書取扱責任者が必要と認めるも

の 

五 前号に掲げる文書のうち秘密文書及び証明に関する文書 記号は、同号の規定にかかわらず、

各課等の記号の次に「秘」又は「証」の文字を加えること。 

２ 文書の番号は、前項第一号に掲げる文書にあつては毎年一月一日を、同項第二号及び第四号に

掲げる文書にあつては毎年四月一日を起点として付けるものとする。ただし、同項第二号及び第

四号に掲げる文書のうち会計に係る文書にあつては会計年度ごとに付けるものとする。 

３ 文書の番号は、収受した文書により起案する場合はその収受番号をもつて付け、その他の場合

は第一項第一号に掲げる文書にあつては当該文書の施行の順序に従い、同項第二号及び第四号に

掲げる文書にあつては起案の順序に従つて新たに番号を付けるものとする。 

第四節 秘密文書の管理 

（秘密文書の区分等） 

第八条の二 第三条第四項に規定する秘密文書は、その内容の秘密保全の必要度に応じて、次の二

種の文書に区分するものとする。 

一 極秘文書 秘密保全の必要度が極めて高く、その内容の漏えいが県行政の執行に重大な影響

を与えるおそれのある秘密文書 

二 秘文書 秘密保全の必要度が極秘文書につぐ程度の秘密文書 



２ 秘密文書は、原則として紙による取扱いとし、文書管理システムの利用による処理は行わない

ものとする。 

（秘密文書の指定等） 

第八条の三 秘密文書の指定及びその期限の設定並びに指定の解除は、次の各号に掲げる秘密文書

の区分に応じ、当該各号に定める者（以下「指定者」という。）が行うものとする。 

一 極秘文書 部長又は現地機関等の長 

二 秘文書 本庁の課長又は現地機関等の長 

２ 秘密文書には、その区分及び指定の期限、主務課に係る各課等の記号並びに一連番号（極秘文

書に限る。）を当該文書の左上部に朱又は赤色で別記第三号様式の二のとおり表示しなければな

らない。ただし、文書の性質上秘文書であることが明らかであつて、その利用の範囲が限定され

ている等の理由により指定者が指定した文書にあつては、この限りでない。 

（極秘文書の管理） 

第八条の四 極秘文書を配布する場合には、配布先の一覧表を作成して常に当該極秘文書の所在を

明らかにしておくものとする。 

２ 極秘文書は、複製してはならない。 

３ 極秘文書は、施錠できる保管庫等に保管しなければならない。 

（秘文書の管理） 

第八条の五 秘文書は、指定者の承認を受けて複製することができる。 

２ 前項の規定により複製された文書は、秘文書とする。 

（秘密文書の廃棄） 

第八条の六 保管又は保存の必要がなくなつた秘密文書は、直ちに裁断等の方法により廃棄しなけ

ればならない。 

２ 配布を受けた極秘文書を廃棄する場合には、指定者に通知しなければならない。 

第二章 本庁における文書の取扱い 

第一節 文書の収受及び配布 

（法務・情報公開課における文書等の受領及び配布） 

第九条 法務・情報公開課長は、文書又は物品（以下「文書等」という。）が本庁に到達したとき

は、主務課に直接送付されたものを除き、これを受領し、次の各号に掲げる文書等の区分に従い、

当該各号に定める手続を執らなければならない。 

一 特殊扱い郵便（書留郵便、配達証明郵便、内容証明郵便、特別送達郵便及び特定記録郵便を

いう。以下同じ。）及び信書便の役務のうち特殊扱い郵便に準ずるものとして法務・情報公開

課長が別に定めるものによる文書（以下「特殊扱い文書」という。） 特殊扱文書配布簿（別

記第四号様式）に必要事項を登載し、特殊扱文書配布簿乙片を添えて直ちに主務課に配布する

こと。 

二 電報 直ちに主務課に連絡し（特に重要又は異例のものについては、電報受信簿（別記第五

号様式）に必要事項を登載し、電報受信簿乙片を添えて）、配布すること。 

三 運送便による物品 物品配布簿（別記第六号様式）に必要事項を登載し、物品配布簿乙片を

添えて直ちに主務課に配布すること。 

四 前三号に掲げる文書等以外のもの 直ちに各主務課ごとに仕分して法務・情報公開課の文書

配布箱に入れること。 

２ 前項の場合において、封皮の宛先のみでは配布先の明らかでないものは開封して配布先を確認

し、封皮を添える必要のあるものは当該封皮を添えなければならない。 

（郵便料金未納等文書の取扱い） 

第十条 法務・情報公開課長は、郵便料金の未納又は不足の文書が送付されたときは、公務に関す

ると認められるものに限り、郵便切手をもつて必要な料金を支払い、受領することができる。 

（主務課に直接送付された文書の取扱い） 

第十条の二 文書等が主務課に直接送付されたときは、主務課長がこれを受領する。ただし、信書

便の役務に要する費用の未納又は不足の文書が送付されたときは、公務に関すると認められるも

のに限り、その料金を支払い、受領することができる。 

（休庁日等における文書等の取扱い） 

第十一条 休庁日等に文書等が本庁ヘ到達したときは、警備員は、当該文書等を受領し、受領した



日付ごとに区分して保管し、休庁日等が終了したときは、速やかに法務・情報公開課長に引き継

がなければならない。この場合において、警備員は、特殊扱い文書、電報又は運送便による物品

については、第九条第一項第一号から第三号までに規定する帳簿に登載するものとする。 

２ 警備員は、前項の規定により受領した文書のうちに特に急を要すると認めるものがあるときは、

速やかにその旨を主務課長に連絡しなければならない。 

３ 法務・情報公開課長は、第一項の規定により引継ぎを受けた文書等のうち、第九条第一項第一

号から第三号までに掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるところに準じて主務課に

配布し、その他のものについては、警備員が受領した日付ごとに収受印（別記第七号様式）を封

皮に押して主務課に配布しなければならない。 

（文書の配布） 

第十二条 文書取扱責任者は、午前十一時及び午後四時三十分に、法務・情報公開課において第九

条第一項第四号に掲げる文書の配布を受けなければならない。 

（配布を受けた文書の取扱い） 

第十三条 文書取扱責任者は、法務・情報公開課長から文書の配布を受けたときは、次の各号に掲

げる文書の区分に従い、当該各号に定める手続を執らなければならない。 

一 親展文書 直ちに宛名人に交付すること。 

二 親展文書以外の文書 法務・情報公開課において既に開封されているものは直ちに、その他

のものは速やかに開封し、当該文書の右下部余白に収受印（別記第七号様式）を、右上部余白

にファイル印（別記第八号様式）を押した後、主務係長（係長が置かれていない場合は、課長

の指定する者。以下この章において同じ。）に交付すること。この場合において、交付を受け

た主務係長は、文書管理システムに必要事項を登録し、第八条第一項第二号及び第四号に該当

する文書にあつては番号を付け、当該文書に押された収受印に記号及び番号を記入するものと

する。 

２ 第一項に定める文書の収受印は、次の各号に掲げる文書の区分に従い、当該各号に定める日付

のものを押さなければならない。 

一 特殊扱文書配布簿乙片又は電報受信簿乙片の添付されている文書 特殊扱文書配布簿乙片又

は電報受信簿乙片に記載されている日付 

二 封皮に収受印の押されている文書 封皮に押されている収受印の日付と同一の日付 

三 その他の文書 文書が配布された日の日付 

３ 親展文書の配布を受けた者は、当該文書を開封した結果それが前各項に定める手続を要すると

認められるときは、速やかに文書取扱責任者に返付しなければならない。 

（各課に直接送達された文書等の取扱い） 

第十四条 主務課に直接持参された文書及びファクシミリにより受信した文書は、主務課において

前条の例により処理するものとする。 

２ 事務担当者に直接持参された文書は、直ちに文書取扱責任者に回付しなければならない。ただ

し、緊急を要するもの又は文書取扱責任者があらかじめ認めたものについては、事務担当者が前

条の例により収受することができる。 

第十四条の二 削除 

（電子メールを受信した場合の取扱い） 

第十四条の三 文書取扱責任者は、所属宛ての電子メールを受信したときは、主務係長に転送しな

ければならない。この場合において、主務係長は、文書管理システムに必要事項を登録し、第八

条第一項第二号及び第四号に掲げる文書にあつては、番号を付けなければならない。 

２ 職員宛ての電子メールを受信した場合は、親展扱いのものを除き、当該職員が文書管理システ

ムに必要事項を登録し、第八条第一項第二号及び第四号に掲げる文書にあつては、番号を付けな

ければならない。 

３ 前二項の規定にかかわらず、受信した電子メールを紙に出力した場合は、第十三条の規定の例

により処理するものとする。 

（秘密文書等の取扱いの特例） 

第十四条の四 第十三条、第十四条及び前条の規定にかかわらず、第三条第四項及び第三十五条第

一項第七号に規定する文書については、文書管理システムに登録しないものとする。 

第二節 文書の処理 



（特に重要な文書の閲覧） 

第十四条の五 主務係長は、第十三条、第十四条及び第十四条の三の手続を執つた文書のうち重要

又は異例な文書については、課長の閲覧を受けなければならない。 

２ 課長は、前項の文書のうち特に重要又は異例な文書については、部長の閲覧を受け、その指示

のある場合は、直ちに知事又は副知事の閲覧を受けなければならない。 

（文書の供覧） 

第十四条の六 文書の供覧は、当該文書の余白に「供覧」の文字を記載し、又は供覧用紙（別記第

八号様式の二）を用いて行うものとする。 

２ 文書の供覧は、次の各号に定めるとおり、原則として、上司から部下の順により行わなければ

ならない。 

一 課内にあつては、上司、関係職員の順とする。 

二 局内にあつては、局長、副局長、主務課、関係課の順とする。 

三 部内にあつては、部長、次長（組織規則第二十四条の表に掲げる所掌事務に係る文書にあつ

ては、原則として、当該所掌事務を掌理する職にある者。第二十条第一項第三号において同じ。）、

主務課、関係課の順とする。 

四 他の部に関連する文書は、主務の部、関係の部の順とする。 

３ 供覧文書には、第三十四条第二項に規定する文書分類表により分類記号及び保存期間を記入し

なければならない。 

４ 供覧文書を作成した場合については、第三条第四項及び第三十五条第一項第七号に規定する文

書を除き、供覧の完了後、文書管理システムに必要事項を登録しなければならない。 

（例規文書） 

第十四条の七 主務係長は、供覧が完了した文書及び交付を受けた文書のうち、法令、訓令等の解

釈及び運用方針に関する文書については、当該文書の余白に「例規」の文字を記載しなければな

らない。 

（文書の起案） 

第十五条 文書の起案は、次に掲げるところによらなければならない。 

一 文書管理システムを利用して行うこと。ただし、文書管理システムの利用によりがたい場合

は、起案用紙（別記第九号様式）を用いて起案することができる。 

二 用字・用語は、別表第二に準拠すること。 

三 文案は、別表第三に準拠すること。 

四 重要又は異例に属する事案については、根拠法令、前例等の参考事項を付記し、及び関係書

類を添付すること。 

五 記載事項のうち重要な事項を訂正したときは、その箇所に署名し、又は認印を押すこと。 

２ 前項第一号ただし書の規定にかかわらず、次に掲げる方法により処理することができる。 

一 余白処理 配布された文書の内容を多くの訂正をすることなく他ヘ移ちようするような場合

に、処理案を訂正箇所の上部に朱書で補正して処理するもの又は内容が軽易な事案について、

文書の余白に処理案を朱書して処理するもの 

二 帳簿処理 定例的又は軽易な事案の処理をする場合に、一定の帳簿を用いて処理するもの 

三 直接処理 文書の保存上支障がないと認められる場合に、複写物その他の印刷物を用いて処

理するもの 

四 他の様式を用いた処理 別に定める様式を用いて処理するもの 

３ 同一文例（以下「例文」という。）によつて処理することができる定例的かつ多数にわたる事

案を処理する場合については、あらかじめ法務・情報公開課長の承認を得て所定の登録を受け、

当該事案が発生したときに作成する起案文書には単に伺い及び例文によつて処理する旨を表示す

ることにより処理すること（以下「例文処理」という。）ができる。 

４ 起案文書を文書管理システムを利用しないで作成した場合については、第三条第四項及び第三

十五条第一項第七号に規定する文書を除き、決裁の完了後において、文書管理システムに必要事

項を登録しなければならない。 

（文書の左横書き） 

第十六条 文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲げる文書は、この限りでない。 

一 条例、規則、告示、公示及び訓令甲（様式の部分を除く。） 



二 議案（予算及び決算に関するもの並びに様式の部分を除く。） 

三 法令の規定により縦書きと定められているもの 

四 その他法務・情報公開課長が縦書きを適当と認めるもの 

（文書の発信者名） 

第十七条 文書の発信者名は、知事名を用いなければならない。ただし、往復文書、部内文書又は

その他の文書で軽易なものについては副知事名、部長名、次長名若しくはこれらに相当する職名

又は県名を、特に軽易なものについては課長名を用いることができる。 

２ 前項ただし書の規定により知事名以外のものを発信者名として用いる場合は、原則として職名

のみを記載し、氏名の記載を省略するものとする。 

（決裁区分等の表示） 

第十八条 起案文書には、次の区分により決裁区分を表示しなければならない。 

知事 知事の決裁事項とされるもの 

副知事 副知事の決裁事項とされるもの 

部長 部長の決裁事項とされるもの 

課長 課長の決裁事項とされるもの 

係長 係長の決裁事項とされるもの 

２ 起案文書には、施行方法その他必要な事項を表示しなければならない。 

３ 起案文書には、第三十四条第二項に規定する文書分類表により分類記号及び保存期間を記入し

なければならない。 

第十九条 削除 

（文書の回議） 

第二十条 文書の回議は、次の各号に定めるとおり、原則として、部下から上司の順により行わな

ければならない。 

一 課内にあつては、関係職員、上司の順とする。 

二 局内にあつては、主務課、関係課、副局長、局長の順とする。 

三 部内にあつては、主務課、関係課、次長、部長の順とする。 

四 他の部に関連する文書は、主務の部、関係の部の順とする。 

２ 文書の回議を受けた者は、当該文書の内容の検討及び形式の審査を行い、これに同意する場合

は、所定欄に署名し、又は認印を押さなければならない。 

３ 文書の回議先は、回議の迅速化を図るため、必要かつ最小限のものとし、当該文書を閲覧に供

し、又は当該文書の趣旨を口頭で伝えることによつて回議に代えることができるときは、回議を

省略するものとする。 

４ 文書を関係課へ回議する場合は、原則として課長に回議するにとどめ、回議の促進に努めなけ

ればならない。 

５ 事務を代決した者は、決裁権者の後閲を要すると認められる文書については、「要後閲」の文

字を記載しなければならない。 

６ 起案者は、回議した文書について関係者が異議を述べたときは、上司の指示を受けて、関係者

と協議しなければならない。 

７ 起案者は、回議した文書が当初の趣旨と異なつて決裁されたとき、又は廃案となつたときは、

その旨を回議した部課に通知しなければならない。 

８ 回議を受けた者は、当該文書の決裁が完了した後に事案の内容を知る必要がある場合には、当

該文書の上部欄外に「要再回」の文字を記載するとともに署名し、又は認印を押さなければなら

ない。 

９ 起案者は、前項の文書の決裁が完了したときは、速やかに再回を求めた者に当該文書を回付し

なければならない。 

（秘密文書等の回議） 

第二十一条 回議をする文書でその内容が秘密に属するもの、特に説明を要するもの又は緊急の処

置を要するものについては、原則として持ち回つて決裁を受けるものとする。 

（法規文書等の審査） 

第二十二条 次に掲げる事項に係る起案文書は、関係部長に回議した後、法務・情報公開課長を経

て総務部長に回議しなければならない。 



一 条例、規則及び訓令甲の制定又は改廃に関する事項 

二 争訟に関する事項 

三 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成十八年法律第四十九号）又は一

般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す

る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十八年法律第五十号）の規定による

公益認定等に関する事項（知事の決裁事項とされるものに限る。） 

四 法令の解釈及び運営上の疑義に関する事項 

五 その他知事の特命事項 

２ 前項に定めるものを除くほか、岐阜県公報に掲載する事項に係る起案文書は、関係部課長に回

議した後、法務・情報公開課長に回議しなければならない。ただし、第十五条第三項の規定によ

り例文処理を行うものについては、この限りでない。 

（緊急事案等の処理） 

第二十三条 緊急の処理を要する事案について正規の手続を経る暇がないときは、上司の承認を得

て、電話その他の方法により処理することができる。この場合においては、処理後速やかに正規

の手続を経なければならない。 

２ 特に軽易な事案については、上司の承認を得て、電話その他の方法により処理することができ

る。 

（決裁年月日） 

第二十四条 決裁が完了したときは、事務担当者は決裁が完了した文書（以下「原議」という。）

に決裁年月日を表示しなければならない。 

第三節 文書の施行 

（文書の浄書） 

第二十五条 事務担当者は、決裁の完了後、速やかに、正確かつ明りように浄書しなければならな

い。 

２ 浄書した文書（以下「浄書文書」という。）の日付は、当該文書を施行する日とする。 

（文書の照合） 

第二十六条 浄書文書については、当該原議との照合を行わなければならない。この場合において、

公印の押印が必要なときは、照合者が原議の所定欄に署名し、又は認印を押さなければならない。 

（文書分類記号等の記入） 

第二十七条 事務担当者は、浄書文書が部内者に対するものである場合には、重要、例規等文書の

処理上注意を要するものについてはそれらの表示を、文書分類表の共通事務に関するものについ

てはその分類記号を当該浄書文書の右上部余白に記載しなければならない。 

（公印の押印） 

第二十八条 浄書文書には公印を押さなければならない。ただし、次に掲げる文書については、こ

れを省略することができる。 

一 岐阜県公報に登載する文書 

二 予算令達書（配当及び再配当に係るものを含む。） 

三 一般文書（第七条第一項第四号から第六号までに規定する文書をいう。以下同じ。）のうち

県の機関に対する文書 

四 軽易な事案に関する一般文書 

２ 前項第三号及び第四号の一般文書については、起案の際に当該起案文書の「公印」欄に要又は

不要の区分を表示することによつて回議者の承認を得なければならない。 

３ 契約書、登記嘱託書等とじ替えを禁ずる文書には、割印を押さなければならない。 

（電子署名） 

第二十八条の二 前条第一項に規定する公印の押印を要する文書のうち電子文書については、公印

の押印に代え、電子署名を行うものとする。 

（文書の施行） 

第二十九条 文書取扱責任者は、文書を施行しようとするときは、次の各号に掲げる文書の区分に

従い、当該各号に定める手続を執らなければならない。 

一 郵便により施行する文書 

イ 集中発送文書（親展扱い、速達郵便、特殊扱い郵便等により発送する文書及び個人情報を



含む文書を除き、国の機関、都道府県、市町村又は現地機関等で法務・情報公開課長が別に

定めるものに対して別に定める定例発送日に一括取りまとめて発送するもの） 封筒に入れ

ることなく、文書を受け取るべき機関ごとに仕分し、指定された法務・情報公開課の文書発

送箱に入れること。 

ロ 集中発送文書以外の文書（内容証明郵便により発送する文書を除く。） 封入し、宛先を

明記し、及び必要な表示をし、法務・情報公開課の文書発送担当者に差し出すこと。 

ハ 内容証明郵便により発送する文書 主務課において発送すること。 

二 信書便により施行する文書 主務課において発送すること。 

三 運送便により施行する文書 主務課において荷造りをし、宛先を明記し、及び必要な表示を

し、法務・情報公開課の文書発送担当者に差し出すこと。ただし、通常の発送方法以外の方法

で発送する必要があるとき及び次項第二号に定める時刻以後に発送するときは、主務課におい

て発送すること。 

四 電報により施行する文書 主務課において発信すること。 

五 ファクシミリ又は電子メールにより施行する文書（第七条第一項第四号に規定する往復文書

で軽易な事案に関するものに限る。） 主務課において発信すること。 

六 岐阜県公報又は官報により施行する文書 岐阜県公報発行規程（昭和三十四年岐阜県訓令甲

第十一号）又は岐阜県官報報告規程（昭和二十九年岐阜県訓令甲第十一号）に定めるところに

より処理すること。 

七 使送により施行する文書 主務課において直接相手方に手渡すこと。 

２ 法務・情報公開課長は、文書を施行しようとするときは、次の各号に掲げる文書の区分に従い、

当該各号に定める手続をとらなければならない。 

一 郵便により施行する文書 午後三時三十分までに文書発送箱に入れられた文書を、封入され

ていないものは封入をした後、封入されているものはそのまま、後納郵便物差出票及び書留又

は配達証明にする場合は書留郵便物受領証を添えて、岐阜県庁内郵便局に差し出すこと。 

二 運送便により施行する文書 午後三時三十分までに差し出された文書を運送業者に引き渡す

こと。 

三 岐阜県公報又は官報により施行する文書 岐阜県公報発行規程又は岐阜県官報報告規程に定

めるところにより処理すること。 

第三十条 前条第二項第一号に定める時刻以後においては、郵便による文書の発送は、行わないも

のとする。ただし、緊急を要する文書であらかじめ法務・情報公開課長の承認を得たものについ

ては、この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定による承認を得た文書は、法務・情報公開課長から郵便料金に相当する額

の郵便切手の交付を受け、主務課において発送するものとする。 

（施行年月日） 

第三十一条 事務担当者は、文書の施行を完了したときは、原議に文書の施行年月日を表示しなけ

ればならない。 

第四節 未完結文書の取扱い 

（文書の整理等） 

第三十二条 事務担当者は、処理中の文書を懸案フォルダーに入れる等の方法により一定の箇所に

整理し、文書の所在を明らかにしておかなければならない。 

（文書の処理の促進） 

第三十三条 文書取扱責任者は、事務担当者に対する督促その他の方法により文書の処理を促進し

なければならない。 

２ 法務・情報公開課長は、本庁における文書の処理状況を随時調査し、その取扱いが円滑に行わ

れるように指導しなければならない。 

第五節 完結文書の整理、保管、保存及び廃棄 

（完結文書保存の原則） 

第三十四条 事案の処理が完結した文書（以下「完結文書」という。）の整理、保管、保存及び廃

棄は、ファイリング・システムによることを原則とする。 

２ 前項のファイリング・システムを行うため、法務・情報公開課長及び主務課長は、年度末まで

に、次年度に使用する次に掲げる文書分類表を調製し、文書管理システムに登録しなければなら



ない。 

一 共通文書分類表 法務・情報公開課長が、本庁及び現地機関等に共通する文書で、整理、保

管、保存及び廃棄の対象となるものを主題別に整理区分したもの 

二 固有文書分類表 主務課長が、主務課の固有の文書で、整理、保管、保存及び廃棄の対象と

なるものを主題別に整理区分したもの 

（保存期間） 

第三十五条 前条第二項の文書分類表に記載する完結文書の保管又は保存の期間（以下「保存期間」

という。）の区分は、次の各号に掲げる区分とし、文書の区分ごとに、当該各号に定める基準に

より設定しなければならない。 

一 三十年 

イ 皇室に関する文書で特に重要なもの 

ロ 条例及び規則の原本並びに法規文書、公示文書及び令達文書で特に重要なもの 

ハ 職員の任免、賞罰等に関するもの（総務部人事課所管のものに限る。） 

ニ 恩給及び退隠料の裁定に関するもの 

ホ 褒賞及び表彰に関するもの（総務部人事課及び危機管理部消防課所管のものに限る。） 

ヘ 県議会に関する文書で特に重要なもの 

ト 知事、副知事及び会計管理者の事務引継ぎに関するもの 

チ 裁定、裁決、決定等又は行政訴訟若しくは民事訴訟等に関する文書で特に重要なもの 

リ 統計結果、報告で特に重要なもの 

ヌ 国有及び県有の財産に関する文書で特に重要なもの 

ル 市町村の廃置分合その他行政区画の変更に関するもの 

ヲ 官報及び岐阜県公報（法務・情報公開課所管のものに限る。） 

ワ 予算及び決算に関するもの（総務部財政課所管のものに限る。） 

カ 起債に関する文書で特に重要なもの 

ヨ 「清流の国ぎふ」創生総合戦略に関する文書で特に重要なもの（清流の国推進部清流の国

づくり政策課所管のものに限る。） 

タ 県政の沿革に関する文書で特に重要なもの 

レ その他三十年保存を必要と認めるもの 

二 十五年 

会計に関するもの（旅費、交際費、対外交流費及び会議費の支出及び支払に係るものに限る。） 

三 十年 

イ 国の機関その他関係機関との往復文書で将来の例証となるべきもの 

ロ 外国に関する文書で重要なもの 

ハ 請願及び陳情に関する文書で重要なもの 

ニ その他十年保存を必要と認めるもの 

四 五年 

イ 統計、調査及び計画に関するもの 

ロ 会計に関するもの（第二号に規定するものを除く。） 

ハ その他五年保存を必要と認めるもの 

五 三年 

イ 市町村議会又は土地改良区等の総会若しくは総代会の議決報告に関するもの 

ロ 各課の予算、人事及び給与に関するもの 

ハ その他三年保存を必要と認めるもの 

六 一年 

軽易な文書で、一年保管を必要と認めるもの 

七 事務処理上必要な一年未満の期間 

前各号に掲げる文書以外の文書で、一年保管を必要と認めないもの 

２ 前項の場合において、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績の合理的な

跡付け又は検証のために必要となる文書については、一年以上の保存期間を設定するものとする。 

３ 完結文書の保存期間は、第一項第七号に定めるもの及び法務・情報公開課長が別に定めるもの

を除き、事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、四月一日



から五月三十一日までの間において施行する前年度の会計に係る文書にあつては、その施行の日

の属する年度の初日から起算する。 

４ 前項の規定にかかわらず、例規文書、原簿、台帳等で常用に供するもの（以下「常用文書」と

いう。）の保存期間は、当該文書を常用に供する必要がなくなつた日の属する年度の翌年度の初

日から起算する。 

（完結文書の整理及び保管） 

第三十六条 完結文書（電子文書を除く。）は、主務課において、事案の処理が完結した日の属す

る年度においてはファイリング・キャビネット（以下「キャビネット」という。）の上段に整理

して保管し、当該年度の翌年度においてはキャビネットの下段に移し替えて保管するものとする。

ただし、常用文書については、事案の処理が完結した日の属する年度から当該文書を常用に供す

る必要がなくなつた日の属する年度まで、キャビネットの上段に整理するものとする。 

２ 前項の場合において、キャビネットに収納することが適当でない文書は、保管庫等に整理して

保管することができる。 

３ 前二項に定める完結文書の整理及び保管は、キャビネットを用いる場合にあつては所定フォル

ダー又はフラットファイルに、保管庫等を用いる場合にあつてはフラットファイル、箱型フォル

ダー又は簿冊に、ファイル（文書分類記号の区分をいう。以下同じ。）ごとに整理して行うもの

とする。 

４ フラットファイル、箱型フォルダー及び簿冊の背表紙には、所属年度、分類記号、ファイルの

名称、主務課名等を記入しなければならない。 

５ 文書取扱責任者は、キャビネットに収納された文書について、毎年度開始後、速やかに、第一

項に定める区分に従い、文書の移替えを行わなければならない。 

第三十六条の二 完結文書（第三十五条第一項第一号から第六号までに定める基準に該当する電子

メールに限る。）は、これを紙に出力したものを完結文書とみなして、前条の規定を適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項の完結文書で電子文書として保管すべき理由があるものについ

ては、主務課において、所属の職員が共有する電磁的記録媒体に複写し、ファイルごとに整理し

て保管しなければならない。 

（文書等の目録情報） 

第三十六条の三 完結文書の件名、保存期間等の文書の目録情報及び完結文書を整理したファイル

の名称、保存期間等のファイルの目録情報は、第三条第四項及び第三十五条第一項第七号に規定

する文書を除き、文書管理システムにより登録して管理するものとする。ただし、文書管理シス

テム運用前に作成し、又は取得した文書については、この限りでない。 

（保存文書の引継ぎ） 

第三十七条 文書取扱責任者は、主務課における保管の期間が経過した文書（電子文書を除く。第

七十三条を除き、以下同じ。）で保存を要するもの（以下「保存文書」という。）を保存期間が

満了することとなる年度ごとに整理して、箱型フォルダーに入れ、文書管理システムによる引継

処理により法務・情報公開課長に引き継がなければならない。この場合において、箱型フォルダ

ーに入れて引き継ぐことが困難な場合は、法務・情報公開課長が適当と認める方法により引き継

ぐことができる。 

２ 前項に規定する箱型フォルダーに秘文書を含むものについては、その背表紙に の表示をしな

ければならない。 

３ 第一項の規定にかかわらず、秘密文書等で法務・情報公開課長が適当と認めるものは、主務課

において保存することができる。この場合において、主務課で保存する必要がなくなつたときは、

前二項の例により、法務・情報公開課長に引き継がなければならない。 

（分掌事務に異動があるときの保管文書の引継ぎ） 

第三十七条の二 文書取扱責任者は、当該課の分掌事務に異動（分掌事務を他の主務課又は現地機

関等へ引き継ぐ場合に限る。以下同じ。）があるときは、その異動の日の前日までに、当該課に

おいて保管する文書のうち異動する分掌事務に係るものを、未完結文書（文書管理システムに登

録されているものを除く。以下同じ。）にあつては懸案フォルダーに入れる等整理した上で、そ

の引継ぎを受ける主務課又は現地機関等（以下「異動先主務課等」という。）の分掌事務に従い

整理し、文書管理システムにより出力される所定の帳票を添えて異動先主務課等の文書取扱責任



者に引き継がなければならない。この場合において、文書事務の異動の結果を文書管理システム

に登録しなければならない。 

２ 前項の規定により文書の引継ぎを受けた異動先主務課等の文書取扱責任者は、引継ぎを受けた

未完結文書について、第十三条の規定の例により文書管理システムに登録しなければならない。 

（争訟に係る文書の引継ぎ） 

第三十七条の三 主務課で保管する文書について、岐阜県情報公開条例（平成十二年岐阜県条例第

五十六号）に基づいて行われた公開決定等又は岐阜県個人情報保護条例（平成十年岐阜県条例第

二十一号）に基づいて行われた開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等（以下「決定等」と

総称する。）に係る争訟が提起されたときは、第三十七条の規定にかかわらず、文書取扱責任者

は、当該決定等に係る文書を、法務・情報公開課長が定める方法により法務・情報公開課長に引

き継ぐものとする。 

（文書の保存） 

第三十八条 法務・情報公開課長は、文書の引継ぎを受けたときは、当該文書の整理の適否を審査

し、適当と認めたものについては速やかに、適当でないものについては適当な整理をさせた後、

書庫その他適当な場所において保存しなければならない。 

２ 法務・情報公開課長は、完結文書の保存に当たつては、常に湿気及び虫害の予防に注意し、か

つ、火災及び盗難の防止のために必要な措置をとらなければならない。 

３ 第一項の保存文書のうち十年を経過した文書で歴史資料館（組織規則第六十一条に規定する岐

阜県歴史資料館をいう。以下同じ。）において保存することを適当と認められるものは、歴史資

料館で保存することができる。 

４ 法務・情報公開課長は、前項の規定により歴史資料館で保存する文書を決めようとするときは、

あらかじめ、歴史資料館の長（以下「館長」という。）及び主務課長と協議しなければならない。 

５ 法務・情報公開課長は、前項の規定により決定された文書を、速やかに館長に引き継がなけれ

ばならない。この場合において、法務・情報公開課長は、館長とその引継ぎに係る文書の保存等

について協定を締結するものとする。 

第三十九条 法務・情報公開課長は、別に定める方法により、保存文書をマイクロフイルムに撮影

して保存することができる。 

２ マイクロフイルムに撮影した保存文書は、原則として廃棄するものとする。 

３ 保存文書を撮影したマイクロフイルムは、法務・情報公開課長が別に定める方法により保存す

るものとする。 

（保存文書等の貸出し及び閲覧） 

第四十条 法務・情報公開課長は、職員から保存文書の貸出しの請求があつたときは、保存文書貸

出簿（別記第十三号様式）に必要事項を記入させ、五日を超えない期間に限り、当該文書を貸し

出すことができる。ただし、五日を超える期間の貸出しの請求があつた場合は、その理由が相当

と認められるときに限り、これを承認することができる。 

２ 法務・情報公開課長は、職員から保存文書の閲覧の請求があつたときは、保存文書閲覧簿（別

記第十四号様式）に必要事項を記入させ、一定の場所において、当該文書を閲覧させることがで

きる。 

３ 前二項の規定にかかわらず、書庫以外の場所において保存する文書の貸出しの請求又は閲覧の

請求があつた場合については、法務・情報公開課長が別に定めるところによるものとする。 

４ 文書取扱責任者は、職員から主務課で整理し、又は保管する文書の貸出しの請求があつたとき

は、主務課長の承認を得た後、保管文書貸出票（別記第十五号様式）に必要事項を記入させ、貸

し出すことができる。 

５ 法務・情報公開課長又は文書取扱責任者は、前各項の規定により文書を貸し出し、若しくは閲

覧させる場合又は貸出し若しくは閲覧に係る文書の返納を受ける場合には、当該文書の内容を点

検し、文書の紛失の防止に努めなければならない。 

６ 閲覧者又は貸出しを受けた者は、無断で当該文書を書き換え、解体し、抜き取り、若しくは差

し替え、又は庁外ヘ持ち出し、若しくは転貸してはならない。 

（保存期間の延長等） 

第四十一条 文書取扱責任者は、法務・情報公開課長に引き継いだ保存文書のうち保存期間が満了

する文書について、毎年度その保存期間を延長する必要があるかどうかを調査し、法務・情報公



開課長が定める日までに、延長が必要であると認めるときは当該保存文書の延長の期間その他必

要な事項を、延長の必要がないと認めるときは廃棄することを文書管理システムに登録すること

により法務・情報公開課長に申請しなければならない。 

２ 法務・情報公開課長は、前項の申請があつたときは、これを調査し、保存期間の延長を適当と

認めるときは、当該保存文書の保存期間を延長することができる。 

３ 文書取扱責任者は、主務課において保存している文書（文書管理システムに保存しているもの

を含む。）の保存期間を延長するときは、主務課長の承認を得た後、文書管理システムに登録す

ることにより当該文書の保存期間を延長することができる。この場合において、延長の必要がな

い文書については廃棄の登録を行わなければならない。 

（文書の廃棄） 

第四十二条 法務・情報公開課長は、保存文書の保存期間が経過したときは、速やかに、主務課長

に対して当該保存文書の廃棄を指示しなければならない。 

２ 主務課長は、前項の規定による指示を受けたときは、速やかに保存期間が経過した文書を廃棄

しなければならない。 

３ 主務課長は、保存期間内であつても保存の必要がなくなつたと認められる保存文書については、

法務・情報公開課長と協議の上、これを廃棄することができる。 

４ 法務・情報公開課長は、前二項の規定により廃棄する文書のうち、館長が歴史資料館に収蔵す

ることを必要と認めた文書を館長に引き継ぐことができる。 

５ 主務課長は、前項の規定により館長に引き継ぐ文書以外の廃棄文書を出納管理課長に引き継ぐ

ことができる。 

６ 文書取扱責任者は、主務課において整理及び保管している文書を廃棄するときは、速やかに、

前二項の規定に準じて処理しなければならない。 

（廃棄の禁止） 

第四十二条の二 前条の規定にかかわらず、主務課長は、次の各号に掲げる文書については、当該

各号に定める期間が経過するまでの間、これを廃棄してはならない。 

一 現に監査委員による監査及び検査、会計管理者による検査、会計検査院による会計検査等（以

下「監査、検査等」という。）の対象となつているもの 当該監査、検査等が終了するまでの

間 

二 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終

結するまでの間 

三 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不

服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して一年間 

四 岐阜県情報公開条例第五条の規定による公開請求があつたもの 岐阜県情報公開条例第十二

条第一項に規定する公開決定等の日の翌日から起算して一年間 

五 岐阜県個人情報保護条例第十三条第一項に規定する開示請求があつたもの 岐阜県個人情報

保護条例第十七条第一項に規定する開示決定等の日の翌日から起算して一年間 

第三章 現地機関等における文書の取扱い 

第一節 文書の収受及び配布 

（文書等の収受及び配布） 

第四十三条 文書取扱責任者は、文書等が現地機関等に到達したときは、当該文書等を受領し、特

殊扱い文書、電報又は運送便による物品については、特殊扱文書配布簿（別記第四号様式）に必

要事項を記載しなければならない。 

２ 文書取扱責任者は、前項の規定により受領した文書等について、次の各号に掲げる区分に従い、

当該各号に定める手続を執らなければならない。 

一 親展文書 直ちに宛名人に交付すること。 

二 親展文書以外の文書 開封した後、文書の右下部余白に収受印（別記第七号様式）を、右上

部余白にファイル印（別記第八号様式）を押し、主務課長（課を置かない現地機関等にあつて

は主務係長。以下同じ。）に交付すること。この場合において、交付を受けた主務課長は、文

書管理システムに必要事項を登録し、第八条第一項第二号及び第四号に該当する文書にあつて

は、番号を付け当該文書に押された収受印に記号及び番号を記入するものとする。 

三 運送便による物品 直ちに主務課長に交付すること。 



３ 第二項に定める文書の収受印は、次の各号に掲げる文書の区分に従い、当該各号に定める日付

のものを押さなければならない。 

一 特殊扱文書配布簿に登載された文書 特殊扱文書配布簿に記載されている日付 

二 休庁日等に到達した前号以外の文書 第四十五条第一項の規定により区分された日付 

三 その他の文書 文書を受領した日の日付 

４ 親展文書の配布を受けた者は、当該文書を開封した結果それが前各項に定める手続を要すると

認められるときは、速やかに文書取扱責任者に返付しなければならない。 

５ 主務課長は、文書取扱責任者から配布を受けた文書のうち自課の所管に属しないものがあると

きは、直ちに当該文書を文書取扱責任者に返付しなければならない。 

６ 事務担当者に直接持参された文書は、直ちに文書取扱責任者に回付しなければならない。ただ

し、緊急を要するもの又は文書取扱責任者があらかじめ認めたものについては、事務担当者が第

一項及び第二項の規定の例により収受することができる。 

（ファクシミリにより受信した文書の取扱い） 

第四十三条の二 ファクシミリにより受信した文書は、前条の例により処理するものとする。 

第四十三条の三 削除 

（電子メールを受信した場合の取扱い） 

第四十三条の四 文書取扱責任者は、所属宛ての電子メールを受信したときは、主務課長に転送し

なければならない。この場合において、主務課長は、文書管理システムに必要事項を登録し、第

八条第一項第二号及び第四号に掲げる文書にあつては、番号を付けなければならない。 

２ 職員宛ての電子メールを受信した場合は、親展扱いのものを除き、当該職員が文書管理システ

ムに必要事項を登録し、第八条第一項第二号及び第四号に掲げる文書にあつては、番号を付けな

ければならない。 

３ 前二項の規定にかかわらず、受信した電子メールを紙に出力した場合は、第四十三条の規定の

例により処理するものとする。 

（秘密文書等の取扱いの特例） 

第四十三条の五 第四十三条、第四十三条の二及び前条の規定にかかわらず、第三条第四項及び第

六十八条第一項第七号に規定する文書については、文書管理システムに登録しないものとする。 

（送付に要する費用の未納等文書の取扱い） 

第四十四条 第四十三条第一項の場合において、文書取扱責任者は、送付に要する費用の未納又は

不足の文書が送付されたときは、公務に関すると認められるものに限り、その料金を支払い、受

領することができる。 

（休庁日等における文書等の取扱い） 

第四十五条 休庁日等に文書等が到達したときは、警備員又は宿日直者は、当該文書等を受領し、

受領した日付ごとに区分して保管し、休庁日等が終了したときは、速やかに文書取扱責任者に引

き継がなければならない。この場合において、当該警備員又は宿日直者は、特殊扱い文書、電報

又は運送便による物品については、第四十三条第一項に規定する特殊扱文書配布簿に登載するも

のとする。 

２ 警備員又は宿日直者は、前項の規定により受領した文書のうちに特に急を要すると認める文書

があるときは、速やかにその旨を主務課長に連絡しなければならない。 

３ 警備員又は宿日直者を置かない現地機関等にあつては、所長が定めるところにより、前二項の

規定に準じて処理しなければならない。 

（主務課長が行う文書等の収受） 

第四十六条 第四十三条の規定にかかわらず、文書取扱責任者は、同条第一項に規定する事務及び

同条第二項に規定する配布に関する事務について、必要があると認める場合に限り、当該事務を

主務課長に行わせることができる。 

（庁舎に二以上の現地機関等が併置されている場合の文書等の取扱い） 

第四十七条 庁舎に二以上の現地機関等が併置されている場合には、当該庁舎を管理している現地

機関等において関係の現地機関等の文書等を受領することができる。この場合において、当該現

地機関等の文書取扱責任者は、第四十三条第一項の規定に準じて受領し、直ちに宛先の現地機関

等に配布するものとする。 

２ 前項の場合において、封皮の宛先のみでは配布先の明らかでないものは、開封して配布先を確



認し、封皮を添える必要のあるものは当該封皮を添えるものとする。 

３ 文書取扱責任者は、第一項の規定により文書等の配布を受けたときは、第四十三条第二項の例

により処理しなければならない。 

第二節 文書の処理 

（特に重要な文書の閲覧） 

第四十七条の二 主務課長は、第四十三条、第四十三条の二及び第四十三条の四の手続を執つた文

書のうち重要又は異例な文書については、所長の閲覧を受けなければならない。 

２ 所長は、前項の規定により文書の閲覧を受けたときは、直ちにこれを点検し、自ら処理するも

のを除き、処理方針を指示して主務課長へ返付しなければならない。 

（文書の供覧） 

第四十七条の三 文書の供覧は、当該文書の余白に「供覧」の文字を記載し、又は供覧用紙（別記

第八号様式の二）を用いて行わなければならない。 

２ 文書の供覧は、課又は担当内にあつては、原則として上司から部下の順により、関係担当又は

関係課がある場合は、主務担当、関係担当又は主務課、関係課の順に行わなければならない。 

３ 供覧文書には、第六十七条第二項に規定する文書分類表により分類記号及び保存期間を記入し

なければならない。 

４ 供覧文書を作成した場合については、第三条第四項及び第六十八条第一項第七号に規定する文

書を除き、供覧の完了後、文書管理システムに必要事項を登録しなければならない。 

（例規文書） 

第四十七条の四 主務課長は、供覧が完了した文書及び交付を受けた文書のうち法令、訓令等の解

釈及び運用方針に関する文書については、当該文書の余白に「例規」の文字を記載しなければな

らない。 

（文書の起案） 

第四十八条 文書の起案は、次に掲げるところによらなければならない。 

一 文書管理システムを利用して行うこと。ただし、文書管理システムの利用によりがたい場合

は、起案用紙（別記第九号様式）を用いて起案することができる。 

二 用字・用語は、別表第二に準拠すること。 

三 文案は、別表第三に準拠すること。 

四 重要又は異例に属する事案については、根拠法令、前例等の参考事項を附記し、及び関係書

類を添付すること。 

五 記載事項のうち重要な事項を訂正したときは、その箇所に署名し、又は認印を押すこと。 

２ 前項第一号ただし書の規定にかかわらず、次に掲げる方法により処理することができる。 

一 余白処理 配布された文書の内容を多くの訂正をすることなく他へ移ちようするような場合

に、処理案を訂正箇所の上部に朱書で補正して処理するもの又は内容が軽易な事案について、

文書の余白に処理案を朱書して処理するもの 

二 帳簿処理 定例的又は軽易な事案の処理をする場合に、一定の帳簿を用いて処理するもの 

三 直接処理 文書の保存上支障がないと認められる場合に、複写物その他の印刷物を用いて処

理するもの 

四 他の様式を用いた処理 別に定める様式を用いて処理するもの 

３ 例文によつて処理することができる定例的かつ多数にわたる事案を処理する場合については、

あらかじめ文書取扱責任者の承認を得て所定の登録を受け、例文処理ができる。 

４ 起案文書を文書管理システムを利用しないで作成した場合については、第三条第四項及び第六

十八条第一項第七号に規定する文書を除き、決裁の完了後において、文書管理システムに必要事

項を登録しなければならない。 

（文書の左横書き） 

第四十九条 文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲げる文書は、この限りでな

い。 

一 公示文書（様式の部分を除く。） 

二 法令の規定により縦書きと定められているもの 

三 その他法務・情報公開課長が縦書きを適当と認めるもの 

（文書の発信者名） 



第五十条 文書の発信者名は、所長の名称を用いなければならない。この場合において、往復文書

については、原則として職名のみを記載し、氏名の記載を省略するものとする。 

（決裁区分等の表示） 

第五十一条 起案文書には、次の区分により決裁区分を表示しなければならない。 

所長 所長の決裁事項とされるもの 

課長 課長の決裁事項とされるもの 

係長 係長の決裁事項とされるもの 

２ 起案文書には、施行方法その他必要な事項を表示しなければならない。 

３ 起案文書には、第六十七条第二項に規定する文書分類表により分類記号及び保存期間を記入し

なければならない。 

第五十二条 削除 

（文書の回議） 

第五十三条 文書の回議は、課又は担当内にあつては、原則として部下から上司の順により、関係

担当又は関係課がある場合は、主務担当、関係担当又は主務課、関係課の順に行わなければなら

ない。 

２ 文書の回議を受けた者は、当該文書の内容の検討及び形式の審査を行い、これに同意する場合

は、所定欄に署名し、又は認印を押さなければならない。 

３ 文書の回議先は、回議の迅速化を図るため、必要かつ最小限のものとし、当該文書を閲覧に供

し、又は当該文書の趣旨を口頭で伝えることによつて回議に代えることができるときは、回議を

省略するものとする。 

４ 文書を関係の課又は担当に回議する場合は、必要最小限の回議にとどめ、当該課又は担当にお

いては、速やかに回議が終わるように努めなければならない。 

５ 事務を代決した者は、決裁権者の後閲を要すると認められる文書については、「要後閲」の文

字を記載しなければならない。 

６ 起案者は、回議した文書について関係者が異議を述べたときは、上司の指示を受けて、関係者

と協議しなければならない。 

７ 起案者は、回議した文書が当初の趣旨と異なつて決裁されたとき、又は廃案となつたときは、

その旨を回議した課等に通知しなければならない。 

８ 回議を受けた者は、当該文書の決裁が完了した後に事案の内容を知る必要がある場合には、当

該文書の上部欄外に「要再回」の文字を記載するとともに署名し、又は認印を押さなければなら

ない。 

９ 起案者は、前項の文書の決裁が完了したときは、速やかに再回を求めた者に当該文書を回付し

なければならない。 

（秘密文書等の回議） 

第五十四条 回議をする文書でその内容が秘密に属するもの、特に説明を要するもの又は緊急の処

理を要するものについては、原則として持ち回つて決裁を受けるものとする。 

（岐阜県公報に掲載する事項に係る起案文書の審査） 

第五十四条の二 岐阜県公報に掲載する事項に係る起案文書は、関係所長に回議した後、法務・情

報公開課長に回議しなければならない。ただし、第四十八条第三項の規定により例文処理を行う

ものについては、この限りでない。 

（緊急事案等の処理） 

第五十五条 緊急の処理を要する事案について正規の手続を経る暇がないときは、上司の承認を得

て、電話その他の方法により処理することができる。この場合においては、処理後速やかに正規

の手続を経なければならない。 

２ 特に軽易な事案については、上司の承認を得て、電話その他の方法により処理することができ

る。 

（決裁年月日） 

第五十六条 決裁が完了したときは、事務担当者は原議に決裁年月日を表示しなければならない。 

第三節 文書の施行 

（文書の浄書） 

第五十七条 事務担当者は、決裁の完了後、速やかに、正確かつ明りように浄書しなければならな



い。 

２ 浄書文書の日付は、当該文書を施行する日とする。 

（文書の照合） 

第五十八条 浄書文書については、当該原議との照合を行わなければならない。この場合において、

公印の押印が必要なときは、照合者が原議の所定欄に署名し、又は認印を押さなければならない。 

（文書分類記号等の記入） 

第五十九条 事務担当者は、浄書文書が部内者に対するものである場合には、重要、例規等文書の

処理上注意を要するものについてはそれらの表示を、文書分類表の共通事務に関するものについ

てはその分類記号を当該浄書文書の右上部余白に記載しなければならない。 

（公印等の押印） 

第六十条 浄書文書には公印を押さなければならない。ただし、次に掲げる文書については、これ

を省略することができる。 

一 岐阜県公報に登載する文書 

二 一般文書のうち県の機関に対する文書 

三 軽易な事案に関する一般文書 

２ 前項第二号及び第三号の一般文書については、起案の際に当該起案文書の「公印」欄に要又は

不要の区分を表示することによつて回議者の承認を得なければならない。 

３ 契約書、登記嘱託書等のとじ替えを禁ずる文書には、割印を押さなければならない。 

（電子署名） 

第六十条の二 前条第一項に規定する公印の押印を要する文書のうち電子文書については、公印の

押印に代え、電子署名を行うものとする。 

（文書の施行） 

第六十一条 事務担当者は、文書を施行しようとするときは、次の各号に定める文書の区分に従い、

当該各号に定める手続を執らなければならない。 

一 郵便により施行する文書 

イ 集中発送文書（親展扱い、速達郵便、特殊扱い郵便等により発送する文書及び個人情報を

含む文書を除き、所長が別に定める機関に対して、別に定める定例発送日に一括取りまとめ

て発送するもの） 封筒に入れることなく、所長が指定する時刻までに定められた箱等に入

れること。 

ロ 集中発送文書以外の文書 封入し、宛先を明記し、及び必要な表示をし、所長が指定する

時刻までに文書取扱責任者に差し出すこと。 

二 信書便により施行する文書 現地機関等において発送すること。 

三 運送便により施行する文書 所長が別に定める方法によること。 

四 電報又は使送により施行する文書 所長が別に定める方法によること。 

五 ファクシミリ又は電子メールにより施行する文書（第七条第一項第四号に規定する往復文書

で軽易な事案に関するものに限る。） 現地機関等において発信すること。 

六 岐阜県公報又は官報により施行する文書 岐阜県公報発行規程又は岐阜県官報報告規程に定

めるところにより処理すること。 

２ 文書取扱責任者は、前項の手続が執られた文書を、所長が別に定める方法により施行するもの

とする。 

第六十二条 前条第一項第一号の所長が指定した時刻以後においては、郵便による文書の発送は、

行わない。ただし、緊急を要する文書で所長の承認を得たものについては、この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定による承認を得た文書は、文書取扱責任者から郵便料金に相当する額の郵

便切手の交付を受け、事務担当者が発送するものとする。 

（経由文書） 

第六十三条 現地機関等を経由して本庁又は他の現地機関等に提出する文書は、特に意見を付ける

ことを要する場合を除き、経由印（別記第十六号様式）を押して発送することができる。ただし、

電子文書（電子メールに限る。）の場合は、文書管理システムに収受の登録をした後、転送する

ものとする。 

（施行年月日） 

第六十四条 事務担当者は、文書の施行を完了したときは、原議に文書の施行年月日を表示しなけ



ればならない。 

第四節 未完結文書の取扱い 

（文書の整理等） 

第六十五条 事務担当者は、処理中の文書を懸案フォルダーに入れる等の方法により一定の箇所に

整理し、文書の所在を明らかにしておかなければならない。 

（文書の処理の促進） 

第六十六条 文書取扱責任者は、事務担当者に対する督促その他の方法により文書の処理を促進し

なければならない。 

２ 法務・情報公開課長は、現地機関等における文書の処理状況を随時調査し、その取扱いが円滑

に行われるように指導しなければならない。 

第五節 完結文書の整理、保管、保存及び廃棄 

（完結文書保存の原則） 

第六十七条 完結文書の整理、保管、保存及び廃棄は、ファイリング・システムによることを原則

とする。 

２ 前項のファイリング・システムを行うため、法務・情報公開課長及び所長は、年度末までに、

次年度に使用する次に掲げる文書分類表を調製し、文書管理システムに登録しなければならない。 

一 共通文書分類表 法務・情報公開課長が、本庁及び現地機関等に共通する文書で、整理、保

管、保存及び廃棄の対象となるものを主題別に整理区分したもの 

二 固有文書分類表 所長が、現地機関等の固有の文書で、整理、保管、保存及び廃棄の対象と

なるものを主題別に整理区分したもの 

（保存期間） 

第六十八条 前条第二項の文書分類表に記載する完結文書の保存期間の区分は、次の各号に掲げる

区分とし、文書の区分ごとに当該各号に定める基準により設定しなければならない。 

一 三十年 

イ 令達文書のうち達及び指令で特に重要なもの 

ロ 職員の任免、賞罰等に関するもの（現地機関等で採用された職員に係るものに限る。） 

ハ 争訟（本庁で処理するものを除く。）に関する文書で特に重要なもの 

ニ その他三十年保存を必要と認めるもの 

二 十五年 

会計に関するもの（旅費、交際費、対外交流費及び会議費の支出及び支払に係るものに限る。） 

三 十年 

イ 陳情に関する文書で重要なもの 

ロ その他十年保存を必要と認めるもの 

四 五年 

イ 統計、調査及び計画に関するもの 

ロ 会計に関するもの（第二号に規定するものを除く。） 

ハ その他五年保存を必要と認めるもの 

五 三年 

イ 市町村議会の運営指導に関するもの 

ロ 市町村等連絡会議に関するもの 

ハ 表彰の内申に関するもの 

ニ その他三年保存を必要と認めるもの 

六 一年 

軽易な文書で、一年保管を必要と認めるもの 

七 事務処理上必要な一年未満の期間 

前各号に掲げる文書以外の文書で、一年保管を必要と認めないもの 

２ 前項の場合において、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績の合理的な

跡付け又は検証のために必要となる文書については、一年以上の保存期間を設定するものとする。 

３ 前二項の規定にかかわらず、本庁において原本を保存する文書については、適宜当該文書の保

存期間を短縮することができる。 

４ 完結文書の保存期間は、第一項第七号に定めるもの及び法務・情報公開課長が別に定めるもの



を除き、事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、四月一日

から五月三十一日までの間において施行する前年度の会計に係る文書にあつては、その施行の日

の属する年度の初日から起算する。 

５ 前項の規定にかかわらず、常用文書の保存期間は、当該文書を常用に供する必要がなくなつた

日の属する年度の翌年度の初日から起算する。 

（完結文書の整理及び保管） 

第六十九条 完結文書（電子文書を除く。）は、主務課（課を置かない現地機関等にあつては、主

務担当。以下同じ。）において、事案の処理が完結した日の属する年度においてはキャビネット

の上段に整理して保管し、当該年度の翌年度においてはキャビネットの下段に移し替えて保管す

るものとする。ただし、常用文書については、事案の処理が完結した日の属する年度から当該文

書を常用に供する必要がなくなつた日の属する年度まで、キャビネットの上段に整理するものと

する。 

２ 前項の場合において、キャビネットに収納することが適当でない文書は、保管庫等に整理して

保管することができる。 

３ 前二項に定める完結文書の整理及び保管は、キャビネットを用いる場合にあつては所定フォル

ダー又はフラットファイルに、保管庫等を用いる場合にあつてはフラットファイル、箱型フォル

ダー又は簿冊に、ファイルごとに整理して行うものとする。 

４ フラットファイル、箱型フォルダー及び簿冊の背表紙には、所属年度、分類記号、ファイルの

名称、主務課名等を記入しなければならない。 

５ 文書取扱責任者は、キャビネットに収納された文書について、毎年度開始後速やかに、第一項

に定める区分に従い、文書の移替えを行わなければならない。 

第六十九条の二 完結文書（第六十八条第一項第一号から第六号までに定める基準に該当する電子

メールに限る。）は、これを紙に出力したものを完結文書とみなして、前条の規定を適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項の完結文書で電子文書として保管すべき理由があるものについ

ては、主務課において、所属の職員が共有する電磁的記録媒体に複写し、ファイルごとに整理し

て保管しなければならない。 

（文書等の目録情報） 

第六十九条の三 完結文書の件名、保存期間等の文書の目録情報及び完結文書を整理したファイル

の名称、保存期間等のファイルの目録情報は、第三条第四項及び第六十八条第一項第七号に規定

する文書を除き、文書管理システムにより登録して管理するものとする。ただし、文書管理シス

テム運用前に作成し、又は取得した文書については、この限りでない。 

（保存文書の置換え） 

第七十条 主務課長は、保存文書を保存期間が満了することとなる年度ごとに整理して、文書保存

箱に入れ、文書取扱責任者が指定する書庫等に置き換えなければならない。この場合において、

既に箱型フォルダーに入れてある文書で文書取扱責任者が適当と認めるものについては、箱型フ

ォルダーのまま置き換えることができる。 

２ 前項に規定する文書保存箱及び箱型フォルダーに秘文書を含むものについては、その背表紙に

の表示をしなければならない。 

３ 第一項の規定にかかわらず、秘密文書等で文書取扱責任者が適当と認めるものは、主務課にお

いて保存することができる。この場合において、主務課で保存する必要がなくなつたときは、前

二項の例により置き換えなければならない。 

（分掌事務に異動があるときの保管文書の引継ぎ） 

第七十条の二 文書取扱責任者は、当該現地機関等の分掌事務に異動があるときは、その異動の日

の前日までに、当該現地機関等において保管する文書のうち異動する分掌事務に係るものを、未

完結文書にあつては懸案フォルダーに入れる等整理した上で、その引継ぎを受ける異動先主務課

等の分掌事務に従い整理し、文書管理システムにより出力される所定の帳票を添えて異動先主務

課等の文書取扱責任者に引き継がなければならない。この場合において、文書事務の異動の結果

を文書管理システムに登録しなければならない。 

２ 前項の規定により文書の引継ぎを受けた異動先主務課等の文書取扱責任者は、引継ぎを受けた

未完結文書について、第四十三条の規定の例により文書管理システムに登録しなければならない。 



（争訟に係る文書の引継ぎ） 

第七十条の三 主務課で保管する文書について、決定等に係る争訟が提起されたときは、第七十条

の規定にかかわらず、主務課長は当該決定等に係る文書を、法務・情報公開課長が定める方法に

より法務・情報公開課長に引き継ぐとともに、その旨を文書取扱責任者に通知するものとする。 

（文書の保存） 

第七十一条 文書取扱責任者は、文書の置換えを行つたときは、文書管理システムにより保存場所

の登録を行うとともに、当該文書の整理の適否を審査し、適当と認めたものについては速やかに、

適当でないものについては適当な整理をさせた後、一定の場所において保存しなければならない。 

２ 文書取扱責任者は、完結文書の保存に当たつては、常に湿気及び虫害の予防に注意し、かつ、

火災及び盗難の防止のために必要な措置をとらなければならない。 

（保存文書等の貸出し及び閲覧） 

第七十二条 文書取扱責任者は、職員から保存文書の貸出しの請求があつたときは、保存文書貸出

簿（別記第十三号様式）に必要事項を記入させ、五日を超えない期間に限り、当該文書を貸し出

すことができる。ただし、五日を超える期間の貸出しの請求があつた場合は、その理由が相当と

認められるときに限り、これを承認することができる。 

２ 文書取扱責任者は、職員から保存文書の閲覧の請求があつたときは、保存文書閲覧簿（別記第

十四号様式）に、必要事項を記入させ、一定の場所において、当該文書を閲覧させることができ

る。 

３ 主務課長は、職員から主務課において整理し、又は保管する文書の貸出しの請求があつたとき

は、保管文書貸出票（別記第十五号様式）に必要事項を記入させ、貸し出すことができる。 

４ 文書取扱責任者又は主務課長は、前三項の規定により文書を貸し出し、若しくは閲覧させる場

合又は貸出し若しくは閲覧に係る文書の返納を受ける場合には、当該文書の内容を点検し、文書

の紛失の防止に努めなければならない。 

５ 閲覧者又は貸出しを受けた者は、無断で当該文書を書き換え、解体し、抜き取り、若しくは差

し替え、又は庁外へ持ち出し、若しくは転貸してはならない。 

（保存期間の延長等） 

第七十三条 主務課長は、保存期間が満了する文書について、その保存期間を延長する必要がある

かどうかを調査し、延長が必要であると認めるときは、法務・情報公開課長が定める日までに文

書取扱責任者に協議しなければならない。 

２ 文書取扱責任者は、前項の協議があつたときは、速やかにこれを調査し、保存期間の延長を適

当と認めるときは、当該保存文書の延長の期間その他必要な事項を文書管理システムに登録する

ことにより当該文書の保存期間を延長することができる。この場合において、延長の必要がない

文書については、廃棄の登録を行わなければならない。 

（文書の廃棄） 

第七十四条 文書取扱責任者は、保存文書の保存期間が経過したときは、速やかに当該保存文書を

廃棄しなければならない。 

２ 文書取扱責任者は、保存期間内であつても明らかに保存の必要がなくなつたと認められる保存

文書については、主務課長と協議して、これを廃棄しなければならない。 

３ 文書取扱責任者は、前二項の規定により廃棄する文書のうち、館長が歴史資料館に収蔵するこ

とを必要と認めた文書を館長に引き継ぐことができる。 

４ 主務課長は、主務課において整理及び保管している文書を廃棄するときは、前項の規定に準じ

て処理しなければならない。 

（廃棄の禁止） 

第七十四条の二 前条の規定にかかわらず、主務課長は、次の各号に掲げる文書については、当該

各号に定める期間が経過するまでの間、これを廃棄してはならない。 

一 現に監査、検査等の対象となつているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間 

二 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終

結するまでの間 

三 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不

服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して一年間 

四 岐阜県情報公開条例第五条の規定による公開請求があつたもの 岐阜県情報公開条例第十二



条第一項に規定する公開決定等の日の翌日から起算して一年間 

五 岐阜県個人情報保護条例第十三条第一項に規定する開示請求があつたもの 岐阜県個人情報

保護条例第十七条第一項に規定する開示決定等の日の翌日から起算して一年間 

第四章 補則 

（電磁的記録の管理等） 

第七十五条 電磁的記録の管理及び文書管理システムの利用による文書の取扱いについては、この

規程に定めるもののほか、法務・情報公開課長が別に定めるところによる。 

２ 人事給与システムの利用による文書の取扱いについては、人事給与システムを所管する課長が

別に定めるところによる。 

３ 総合財務会計システムの利用による文書の取扱いについては、総合財務会計システムを所管す

る課長が別に定めるところによる。 

（文書の例外的な取扱い） 

第七十六条 本庁の課長又は所長は、文書事務の取扱いが前二章の規定により難いときは、あらか

じめ総務部長の承認を得て例外的な取扱いをすることができる。これを改廃するときも、同様と

する。 

（補助執行職員への準用） 

第七十七条 第一章及び第二章の規定は、岐阜県行政委員会等の職員に対する事務委任及び補助執

行に関する規則（昭和三十七年岐阜県規則第六十五号）第三条の規定により知事の事務を補助執

行する職員の文書事務の処理について準用する。この場合において、第一章及び第二章中「部長」

とあるのは「副教育長、警察本部長、人事委員会事務局長、監査委員事務局長又は労働委員会事

務局長」と、「本庁の課長」とあるのは「教育委員会事務局の課長、警察本部の課長、人事委員

会事務局職員課長、監査委員事務局の課長又は労働委員会事務局審査調整課長」と、「本庁の課」

とあるのは「教育委員会事務局、警察本部、人事委員会事務局、監査委員事務局及び労働委員会

事務局」と読み替えるものとする。 

２ 前項の規定により文書事務を処理する場合において、往復文書の記号及び番号については、各

機関の定めるところによる。 

（議会事務局職員の文書事務の処理） 

第七十八条 議会事務局において知事の事務を執行する職員が文書事務を処理する場合における第

一章及び第二章の規定の適用については、これらの規定中「部長」とあるのは「議会事務局長」

と、「本庁の課長」とあるのは「議会事務局総務課長」と、「本庁の課」とあるのは「議会事務

局総務課」とする。 

２ 前項に規定する場合における往復文書の記号及び番号については、議会事務局長の定めるとこ

ろによる。 

附 則 

１ この訓令は、昭和四十四年四月一日から施行する。 

２ 次に掲げる訓令は、廃止する。 

一 岐阜県公文書規程（昭和三十年岐阜県訓令甲第四十九号。以下「旧規程」という。） 

二 文書の左横書きの実施に関する訓令（昭和三十五年岐阜県訓令甲第八号） 

３ 岐阜県公報発行規程の一部を次のように改正する。 

第三条第一項に次のただし書を加える。 

ただし、岐阜県公文書規程（昭和四十四年岐阜県訓令甲第一号）第十五条第二項第一号の規

定により同一文例によつて処理する場合は、この限りでない。 

第三条第二項中「上部空欄」を「所定欄」に改め、同項に後段として次のように加える。 

この場合において、前項ただし書の規定により処理するときは、当該部数を公報の原稿にも

朱書しなければならない。 

４ 岐阜県公印規程（昭和三十九年岐阜県訓令甲第十号）の一部を次のように改正する。 

第六条第二項中「本庁にあつては文書総括主任及び出先機関にあつては文書取扱主任」を「文

書取扱責任者」に改める。 

５ 岐阜県出先機関宿日直規程の一部を次のように改正する。 

第五条第一項中「岐阜県公文書規程（昭和三十年十月岐阜県訓令甲第四十九号）」を「岐阜県

公文書規程（昭和四十四年岐阜県訓令甲第一号）」に改める。 



６ この訓令の施行前に旧規程により取り扱つた文書については、なお従前の例による。 

７ 旧規程により作成された帳票等は、この訓令の施行の日から六月間に限り、使用することがで

きる。 

８ 当分の間、第十四条の四、第十五条第四項、第三十六条の三第四十三条の五、第四十八条第四

項及び第六十九条の三の規定の適用については、第十四条の四、第十五条第四項及び第三十六条

の三中「及び第三十五条第一項第七号」とあるのは「並びに第三十五条第一項第六号（第八条第

一項第二号及び第四号に掲げる文書を除く。）及び第七号と、第四十三条の五、第四十八条第四

項及び第六十九条の三中「及び第六十八条第一項第七号」とあるのは「並びに第六十八条第一項

第六号（第八条第一項第二号及び第四号に掲げる文書を除く。）及び第七号」とする。 

９ 当分の間、第十四条の六第四項及び第四十七条の三第四項の規定は、適用しない。 

附 則（昭和四十四年四月一日訓令甲第十一号） 

１ この訓令は、公布の日から施行する。 

２ 岐阜県公印規程（昭和三十九年岐阜県訓令甲第十号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

３ 岐阜県公報発行規程（昭和三十四年岐阜県訓令甲第十一号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（昭和四十四年十月二十四日訓令甲第二十一号） 

この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。ただし、医科大学移管

事務室に係る改正部分については、昭和四十四年十月十六日から適用する。 

附 則（昭和四十四年十一月十一日訓令甲第二十三号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四十四年十二月二十日訓令甲第二十七号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四十五年四月一日訓令甲第五号） 

１ この訓令は、公布の日から施行する。 

２ 岐阜県公報発行規程（昭和三十四年岐阜県訓令甲第十一号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

３ 岐阜県公印規程（昭和三十九年岐阜県訓令甲第十号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

４ 岐阜県許認可事務処理規程（昭和四十四年岐阜県訓令甲第七号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（昭和四十五年四月一日訓令甲第八号抄） 

１ この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四十五年六月九日訓令甲第十一号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四十五年六月三十日訓令甲第十四号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四十五年十一月十六日訓令甲第二十号） 

１ この訓令は、公布の日から施行する。 

２ 岐阜県公印規程（昭和三十九年岐阜県訓令甲第十号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（昭和四十六年四月一日訓令甲第七号） 

１ この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一中北海道事務所に係る改正規定は、昭

和四十六年八月一日から施行する。 

２ 岐阜県公印規程（昭和三十九年岐阜県訓令甲第十号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（昭和四十六年九月二十五日訓令甲第十四号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四十七年四月一日訓令甲第八号） 

１ この訓令は、公布の日から施行する。 

２ 岐阜県公印規程（昭和三十九年岐阜県訓令甲第十号）の一部を次のように改正する。 



（次のよう略） 

附 則（昭和四十七年八月一日訓令甲第十九号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四十八年四月一日訓令甲第八号） 

１ この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 

２ 岐阜県公印規程（昭和三十九年岐阜県訓令甲第十号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（昭和四十八年十二月十五日訓令甲第二十二号） 

この訓令は、昭和四十九年一月一日から施行する。 

附 則（昭和四十九年四月一日訓令甲第十号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四十九年十月十五日訓令甲第二十号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四十九年十一月十四日訓令甲第二十一号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十年一月一日訓令甲第一号） 

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、下呂保健所及び下呂優生保護相談所に係る改正後

の岐阜県公文書規程別表第一の規定は、昭和四十九年十一月二十五日から適用する。 

附 則（昭和五十年四月一日訓令甲第十二号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十一年四月一日訓令甲第十一号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十一年十月十五日訓令甲第二十一号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十一年十一月一日訓令甲第二十三号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十二年四月一日訓令甲第五号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十二年五月一日訓令甲第十号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十二年七月二十五日訓令甲第十五号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十三年四月一日訓令甲第七号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十三年十月十一日訓令甲第十四号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十四年四月一日訓令甲第九号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十五年四月一日訓令甲第九号） 

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 

附 則（昭和五十六年四月一日訓令甲第八号） 

１ この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 

２ 岐阜県公印規程（昭和三十九年岐阜県訓令甲第十号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（昭和五十六年十一月二十五日訓令甲第二十号） 

この訓令は、昭和五十六年十二月一日から施行する。 

附 則（昭和五十七年四月一日訓令甲第十一号） 

この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 

附 則（昭和五十八年四月一日訓令甲第七号） 

この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 

附 則（昭和五十九年二月二十四日訓令甲第四号） 



この訓令は、昭和五十九年三月一日から施行する。 

附 則（昭和五十九年四月一日訓令甲第十二号） 

この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 

附 則（昭和六十年四月一日訓令甲第九号） 

この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。 

附 則（昭和六十年六月一日訓令甲第十二号） 

この訓令は、昭和六十年六月一日から施行する。 

附 則（昭和六十年十二月十三日訓令甲第二十号） 

１ この訓令は、昭和六十一年一月一日から施行する。 

２ この訓令による改正後の岐阜県公文書規程の規定は、昭和六十一年一月一日以後に作成又は収

受した文書から適用し、同日前に作成又は収受した文書については、なお従前の例による。 

附 則（昭和六十一年四月一日訓令甲第七号） 

１ この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 

２ 昭和五十八年度以前に作成された文書については、この訓令による改正後の岐阜県公文書規程

第三十七条第一項及び第三十八条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（昭和六十一年十月三日訓令甲第十三号） 

この訓令は、昭和六十一年十月三日から施行する。 

附 則（昭和六十二年四月一日訓令甲第五号） 

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

附 則（昭和六十三年四月一日訓令甲第七号） 

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 

附 則（平成元年一月二十四日訓令甲第一号） 

この訓令は、平成元年二月四日から施行する。 

附 則（平成元年四月一日訓令甲第十四号） 

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。 

附 則（平成元年十一月二十四日訓令甲第二十号） 

この訓令は、平成元年十二月一日から施行する。 

附 則（平成二年四月一日訓令甲第六号） 

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。 

附 則（平成三年四月一日訓令甲第九号） 

この訓令は、平成三年四月一日から施行する。 

附 則（平成四年四月一日訓令甲第七号） 

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。 

附 則（平成四年六月一日訓令甲第十三号） 

この訓令は、平成四年七月一日から施行する。 

附 則（平成五年四月一日訓令甲第十一号） 

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。 

附 則（平成五年十一月二十四日訓令甲第二十二号） 

この訓令は、平成五年十二月一日から施行する。 

附 則（平成六年四月一日訓令甲第九号） 

１ この訓令は、平成六年四月一日から施行する。 

２ この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定により作成されている用紙（以下

「旧用紙」という。）がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、

旧用紙をそのまま使用することを妨げない。 

附 則（平成六年九月十九日訓令甲第十六号） 

この訓令は、平成六年九月十九日から施行する。 

附 則（平成六年十月十四日訓令甲第十八号） 

この訓令は、平成六年十月十五日から施行する。 

附 則（平成七年四月一日訓令甲第十三号） 

１ この訓令は、平成七年四月一日から施行する。 

２ この訓令の施行の際現に改正前の訓令の規定により作成されている用紙（以下「旧用紙」とい



う。）がある場合においては、改正後の訓令の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用するこ

とを妨げない。 

附 則（平成七年七月五日訓令甲第二十三号） 

この訓令は、平成七年七月五日から施行する。 

附 則（平成七年十一月一日訓令甲第三十号） 

この訓令は、平成七年十一月一日から施行する。 

附 則（平成八年四月一日訓令甲第十五号） 

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。 

附 則（平成八年十月九日訓令甲第二十六号） 

この訓令は、平成八年十月九日から施行する。 

附 則（平成九年四月一日訓令甲第十二号） 

１ この訓令は、平成九年四月一日から施行する。 

２ 改正後の第三十七条、第七十条及び別記第十二号様式の規定は、平成七年度以後に作成し、又

は収受した文書の引継ぎについて適用し、平成六年度以前に作成し、又は収受した文書の引継ぎ

については、なお従前の例による。 

附 則（平成十年四月一日訓令甲第十六号） 

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。 

附 則（平成十一年四月一日訓令甲第八号） 

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。 

附 則（平成十二年二月十五日訓令甲第二号） 

この訓令は、平成十二年二月十五日から施行する。 

附 則（平成十二年四月一日訓令甲第八号） 

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。 

附 則（平成十三年四月一日訓令甲第十一号） 

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。 

附 則（平成十三年十二月二十一日訓令甲第三十七号） 

この訓令は、平成十三年十二月二十一日から施行する。 

附 則（平成十四年三月十五日訓令甲第四号） 

この訓令は、平成十四年三月十五日から施行する。 

附 則（平成十四年四月一日訓令甲第十号） 

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。 

附 則（平成十五年四月一日訓令甲第六号） 

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。 

附 則（平成十五年十月三十日訓令甲第三十四号） 

この訓令は、平成十五年十一月一日から施行する。 

附 則（平成十六年四月一日訓令甲第八号） 

１ この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。 

２ 改正後の岐阜県公文書規程（以下「改正後の訓令」という。）第三十七条、第四十一条、第七

十条及び第七十三条の規定は、平成七年度以降に作成し、又は取得した文書について適用し、平

成六年度以前に作成し、又は取得した文書については、なお従前の例による。 

３ この訓令の施行の際現に改正前の岐阜県公文書規程の規定により作成されている用紙（以下「旧

用紙」という。）がある場合においては、改正後の訓令の規定にかかわらず、旧用紙に必要な調

整をして使用することができる。 

附 則（平成十六年十二月二十八日訓令甲第三十四号） 

この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。 

附 則（平成十七年四月一日訓令甲第八号） 

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。 

附 則（平成十七年十月十四日訓令甲第二十九号） 

この訓令は、平成十七年十月十五日から施行する。 

附 則（平成十七年十二月一日訓令甲第四十六号） 

この訓令は、平成十七年十二月一日から施行する。 



附 則（平成十八年四月一日訓令甲第十六号） 

１ この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。 

２ この訓令の施行の際現に改正前の岐阜県公文書規程（以下「訓令」という。）の規定により作

成されている用紙（以下「旧用紙」という。）がある場合において、改正後の訓令の規定にかか

わらず、旧用紙に必要な調整をして使用することができる。 

附 則（平成十八年六月三十日訓令甲第四十四号） 

この訓令は、平成十八年七月一日から施行する。 

附 則（平成十八年九月二十九日訓令甲第四十八号） 

この訓令は、平成十八年十月一日から施行する。 

附 則（平成十八年十一月二日訓令甲第五十号） 

この訓令は、平成十八年十一月六日から施行する。 

附 則（平成十九年三月三十日訓令甲第四号） 

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。 

附 則（平成十九年九月二十八日訓令甲第二十九号） 

この訓令は、平成十九年十月一日から施行する。 

附 則（平成十九年十月十二日訓令甲第三十三号） 

この訓令は、平成十九年十月十二日から施行する。 

附 則（平成二十年四月一日訓令甲第十二号） 

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十年十月十日訓令甲第二十五号） 

この訓令は、平成二十年十月十日から施行する。 

附 則（平成二十一年四月一日訓令甲第十一号） 

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十二年四月一日訓令甲第十一号） 

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十二年十一月一日訓令甲第二十七号） 

この訓令は、平成二十二年十一月一日から施行する。 

附 則（平成二十二年十一月二十六日訓令甲第三十号） 

この訓令は、平成二十二年十一月二十六日から施行する。 

附 則（平成二十二年十一月三十日訓令甲第三十一号） 

この訓令は、平成二十二年十一月三十日から施行する。 

附 則（平成二十三年四月一日訓令甲第六号） 

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十三年十一月一日訓令甲第二十号） 

この訓令は、平成二十三年十一月一日から施行する。 

附 則（平成二十四年四月一日訓令甲第九号） 

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十四年六月二十九日訓令甲第十七号） 

この訓令は、平成二十四年七月一日から施行する。 

附 則（平成二十四年八月九日訓令甲第十九号） 

この訓令は、平成二十四年九月一日から施行する。 

附 則（平成二十四年十一月一日訓令甲第二十三号） 

この訓令は、平成二十四年十一月一日から施行する。 

附 則（平成二十五年四月一日訓令甲第十号） 

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十六年四月一日訓令甲第十二号） 

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十六年十月三十一日訓令甲第二十九号） 

この訓令は、平成二十六年十一月一日から施行する。 

附 則（平成二十七年四月一日訓令甲第十二号） 

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。 



附 則（平成二十七年七月九日訓令甲第二十三号） 

この訓令は、平成二十七年七月九日から施行する。 

附 則（平成二十七年八月二十五日訓令甲第二十七号） 

この訓令は、平成二十七年九月一日から施行する。 

附 則（平成二十八年四月一日訓令甲第九号） 

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十八年四月二十八日訓令甲第十三号） 

この訓令は、平成二十八年五月一日から施行する。 

附 則（平成二十八年十二月二十八日訓令甲第二十七号） 

この訓令は、平成二十九年一月一日から施行する。 

附 則（平成二十九年一月三十一日訓令甲第一号） 

この訓令は、平成二十九年二月一日から施行する。 

附 則（平成二十九年四月一日訓令甲第四号） 

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十九年八月一日訓令甲第十九号） 

この訓令は、平成二十九年八月一日から施行する。 

附 則（平成三十年四月一日訓令甲第十二号） 

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。 

附 則（平成三十年七月十三日訓令甲第二十三号） 

この訓令は、平成三十年七月十三日から施行する。 

附 則（平成三十年十一月十六日訓令甲第二十六号） 

１ この訓令は、平成三十年十一月十六日から施行する。 

２ 改正後の第三十五条第一項第二号及び第四号並びに第六十八条第一項第二号及び第四号の規定

は、平成三十一年度以後に作成し、又は取得した文書について適用し、平成三十年度以前に作成

し、又は取得した文書については、なお従前の例による。 

附 則（平成三十一年四月一日訓令甲第九号） 

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。 

 

別表第一（第八条関係） 略 

別表第二（第十五条、第四十八条関係） 略 

別表第三（第十五条、第四十八条関係） 略 

別記 

第１号様式（第８条関係） 略 

第２号様式（第８条関係） 略 

第３号様式（第８条関係） 略 

第３号様式の２（第８条の３関係） 略 

第４号様式（第９条、第43条、第45条関係） 略 

第５号様式（第９条関係） 略 

第６号様式（第９条関係） 略 

第７号様式（第11条、第13条、第43条関係）略 

第８号様式（第13条、第43条関係） 略 

第８号様式の２（第14条の６・第47条の３関係） 略 

第９号様式（第15条・第48条関係） 略 

第10号様式 削除 

第11号様式 削除 

第11号様式の２ 削除 

第12号様式 削除 

第13号様式（第40条、第72条関係） 略 

第14号様式（第40条、第72条関係） 略 

第15号様式（第40条、第72条関係） 略 

第16号様式（第63条関係） 略 


